
本人との関係 苦情相談の内容 対応結果

家族

４年前、父は特別養護老人ホー
ムに入所していたが要介護２と
判定されたため退所することに
なった。退所時に荷物を自宅に
持って帰る予定だったが、当時
の介護支援専門員が特養で預か
ると言ってくれたため、また要
介護３になったら戻ってくるか
もしれないと思い荷物を預ける
ことにした。今年再度要介護３
になり特養の入所が決まったの
で預けた荷物を引き取ろうとす
るとすでに処分されていた。特
養の苦情相談窓口に電話をする
と、荷物を預かると言った介護
支援専門員は既に退職してお
り、４年も前の話であるため処
分したと言われ、弁償も謝罪も
ない。

相談者はたくさんあった衣類を処分され再度購入
しなければならなくなったため、弁償してほしい
と言われる。本会では損害賠償などの責任の確定
を求めるような事案は相談の対象外となることを
説明し、法律相談窓口を伝えた。

家族

兄が特別養護老人ホームで骨折
し、リハビリ病院に入院してい
る。特養に、退院するまでベッ
ドを確保しておいてほしいと頼
んだところ、30日以内であれば
可能だが、それ以上は要相談と
なり、再度申込みをしてもらう
ことになると言われた。知人か
ら、特養はベッドを３か月間空
けておかなければならないはず
だと聞いたので、ベッドの確保
を要望したが、当施設では重要
事項説明書に記載しているとお
り30日と定めていると言われ
た。入院は確実に30日は超える
見込みである。特養の言うこと
が正しいのか教えてほしい。

運営基準の『入所者の入院期間中の取扱い』に
は、入院後おおむね３月以内に退院することが明
らかに見込まれるときは、入所者及び家族の希望
等を勘案し必要に応じて適切な便宜を供与する、
やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び
当該特養に入所できるようにしなければならない
との記載があることを説明し、施設の指導の権限
を有する市に具体的な判断について確認するよう
伝えた。
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家族

私の父は特別養護老人ホームに
入所していたが、特養内ででき
た褥瘡が悪化し、現在は病院に
入院中である。今年１月、仙骨
部に深いポケットを伴う褥瘡が
でき、２月には手術が必要なほ
どの状態になった。特養での初
期対応が適切に行われていれ
ば、ここまで褥瘡が悪化するこ
とはなかったのではないかと疑
問を感じている。施設の看護師
からは褥瘡発生時に報告と謝罪
があったが、施設長からは謝罪
の言葉がなかった。父の状態が
悪化し、喀痰吸引が必要になっ
たことを理由に、退院後特養で
は受け入れられないと言われ
た。

相談者はどうしてこれほどまでに褥瘡が悪化した
のか、父のケアの経過が知りたい、特養に対して
指導を行い行政罰を与えてほしい、施設長に謝罪
を求めたいと憤りを話される。また、特養から退
院後の受け入れを断られているため、父の戻る場
所がなく、今後どうすればよいのか不安を感じて
いると言われる。施設に対する指導権限は市にあ
ることを伝え、施設に介護記録の開示請求をして
はどうかと提案する。入院中の病院で受け入れ先
の相談をしているとのことだったため、引き続き
病院に相談するよう助言した。

家族

要介護５の兄と、要介護３の父
はそれぞれ異なる特別養護老人
ホームに入所している。父は兄
よりも要介護度が低い上に利用
者負担額軽減制度で費用負担の
減免があるにもかかわらず、兄
よりも一月に支払う費用が高額
になっている。特養によって料
金が違うのか。

特別養護老人ホームは、従来型もしくはユニット
型によって、又、加算等によっても費用が異なる
ことを説明し、詳細については特養の指定をして
いる市に問い合わせるように案内した。

家族

祖父は昨年７月まで特別養護老
人ホームに入所していたが、入
所中に栄養失調で入院した。入
院中に要介護状態区分の変更申
請をしようと認定調査票を確認
すると、入浴を行っていない旨
の記載があった。特養の施設
サービス計画書には週２回入浴
介助と書いてあるのに、入浴し
ていなかったことに不信感を
持っている。また、特養に入所
してから体重が10kgも減り、特
養からは老衰で食べることがで
きなくなったとの説明を受け
た。現在は退院して別の施設に
入居しており、そこではよく食
べている。特養で適切な食事の
援助が行われていたのか疑問で
ある。

今回の認定調査は入院先の病院で実施されてお
り、調査内容は入院中の状況であることを説明す
ると納得される。食事摂取の状況等については、
特養に記録の開示と説明を求めることができるこ
とを伝え、特養との話し合いがうまくいかない場
合には、市の相談窓口に相談するよう案内した。
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家族

父が入所している特別養護老人
ホームでは介護支援専門員の退
職が相次ぎ、現在は介護支援専
門員が不在の状況が続いてい
る。面会に行くと、以前よりも
明らかに施設内の職員数が少な
く、管理者や生活相談員も現場
の業務に追われているため相談
もできない。父には認知症があ
り、このような体制での介護に
不安を感じている。国保連から
施設を指導してほしい。

本会には事業所の指導の権限がなく、施設の人員
基準の指導権限は市にあることを伝え、連絡先を
案内した。

家族

父は特別養護老人ホームに入所
中で、現在全身状態が悪い。私
は週に３日面会に行っている
が、しっかり介護をしてもらっ
ていないように感じる。食事を
一口食べさせた後、父が口をつ
ぐむと、もういらないのかと尋
ねて食事を終わらせようとした
り、痛い痛いと言っているのに
無理に着替えをさせたりする。
介護支援専門員に連絡しても連
絡が取れず、たまに連絡が取れ
ても話がかみ合わない。そのこ
とを施設長に言うと、施設長と
連絡を取り合うようになった
が、本来連絡を取り合うのは介
護支援専門員ではないのか。

相談者は、特養で行われている介護が自分が思う
介護と違うことに憤りを感じているようなので、
施設長と介護について話し合い、折り合いをつけ
るよう伝えるが、納得されない。本会は事業所と
の仲介はできないことを伝え、府の相談窓口また
は市への相談を提案した。

家族

特別養護老人ホームの介護支援
専門員に母の食事の見守りにつ
いて相談した。食事の見守りに
ついては、数人の利用者で食事
をしており、介護職員が居ると
のことでそれ以上話は進まな
かった。母は血圧の薬も服用し
ており、入所前に特養の生活相
談員に相談すると、毎日血圧測
定をすると言っていたが、２日
に１回の測定になっていた。こ
れでは困るので医師に相談し毎
日血圧測定をしてもらえるよう
になった。他の特養に電話をし
てみると２日に１回のところば
かりであるが、特養は比較的元
気な高齢者が利用するものなの
か。また特養から特養へ移るこ
とは可能なのか。

相談者に特養には健康管理に関する運営基準はあ
るが、血圧測定の回数等の決まりや細かい基準は
ないいため、個別に主治医の指示がない場合を除
いては施設の判断となることを説明する。又、特
養から特養へ移ることは可能ではあるが、選考基
準は入所の必要性等をもとに判定するため、直ぐ
に他の特養に入所できるかは分からないことを伝
える。又、施設のサービス提供困難時には、他の
施設等を紹介する等の措置を講じなければならな
いことを説明し、相談者から施設に対して紹介を
求めることができることを伝える。次の施設が見
つからない場合は、身近な相談窓口として地域包
括支援センターを案内した。
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家族

祖父は特別養護老人ホームに入
所している。私の娘と母親がそ
れぞれ特養に問い合わせると、
特養の介護支援専門員から、
色々な人から電話があると対応
に困るので窓口を一つにしてほ
しいと言われた。

特養が窓口を一つに決めてほしいというのは、複
数の家族からの問い合わせや、特養からの連絡で
行き違いなどのトラブルを予防するためであるこ
とを説明する。

家族

母親が特別養護老人ホームに入
所することになった。入所に際
して、特養からエアマットや車
いすに敷くマットを購入するよ
うに言われた。また、看取りの
同意書を書くよう言われた。こ
の対応は正しいことなのか。

運営基準において、エアマットについては利用料
に含まれる施設サービスとして利用者に供するも
のであり、徴収することはできないとあるが、車
いすに敷くマットや看取りの同意書については、
運営基準に記載がないため、詳しい判断を求める
場合は、指導権限のある府に相談するよう助言し
た。

本人

特別養護老人ホーム入所中に入
院となったが、入院中の施設の
居住費の計算がどうなっている
のかわからない。月により請求
額が違っていることがある。

入院中の居住費は施設と利用者との契約により定
められるものであり、契約書、重要事項説明書を
確認いただき、不明な点は特別養護老人ホームの
生活相談員に説明を求めることを助言した。

家族

母親は、特別養護老人ホームに
入所していたが、脳内出血のた
めに入院した。重要事項説明書
には、入院しても３か月以内は
特別養護老人ホームに戻れると
記載があったが、特別養護老人
ホームから入院後１週間もしな
いうちに部屋を片付けるように
言われた。特別養護老人ホーム
からは、入所時に、入院して１
か月であっても部屋を空けても
らう場合や、１週間でも出ても
らう場合があることを説明した
と言われたが、そのような話は
聞いていない。

入所者の入院期間中の取り扱いについては、入院
後おおむね３か月以内に退院が見込まれている時
は、退院後再び当該特養に入所することができる
ようにしなければならないとあることを説明す
る。また入所時に特別養護老人ホームの空床利用
についての説明を聞いていない事については、再
度特別養護老人ホームに確認することを助言し
た。



本人との関係 苦情相談の内容 対応結果

家族

母親は、在宅酸素を使わなけれ
ばならなくなった。今月末に退
院することになり、入居してい
たケアハウスと同じ法人の特別
養護老人ホームに入所させてほ
しいと希望したが、在宅酸素の
管理が難しいので受け入れがで
きないと言われた。施設と話し
合いを何度もしたが拒否するば
かりで話にならない。どうした
らよいか。

相談者が希望している特別養護老人ホームは、医
療的なサービスの提供が困難であり対応ができな
いということであれば、入院中の病院の地域連携
室や医療相談員等に相談するように助言した。

家族

父親は、病院を退院後に特別養
護老人ホームへ入所することに
なり、退院前に契約をした。退
院時に特別養護老人ホームの空
きがなかったので、一時的に介
護老人保健施設に入所して、特
別養護老人ホームが空いたら入
所する予定であった。後日、突
然特別養護老人ホームから連絡
があり、視力障がいの父親を受
け入れるための施設内の環境整
備と職員への研修が間に合わな
いので、受け入れができないと
言われた。父親が視力障がいで
あることは入所の申し込み時に
伝えていたのでわかっていたは
ずである。介護老人保健施設に
は長くいることができないの
で、この先どうしたらよいか
困っている。

入所の契約をしていたにもかかわらず、施設の理
由で利用者の受け入れができなくなったのであれ
ば、特別養護老人ホームに次の施設を探してもら
うよう相談することを助言する。特別養護老人
ホームから適切な措置がなされない場合には、介
護支援専門員又は地域包括支援センターに相談す
ることを助言した。

家族

父親が入所している特別養護老
人ホームから、父親が突然倒れ
て病院を受診すると、血糖値が
700まで上がっていたと連絡が
あった。主治医から、水分の摂
取量が少なく脱水により急激に
血糖値が上がったのではないか
と言われた。施設に確認したと
ころ、十分な量の水分を飲んで
もらっていたと言うが、嚥下障
がいのある父親が本当に十分な
水分を取っていたか疑問であ
る。父親が脱水による体調不良
を起こさないようにしてもらう
にはどうしたらよいのか。

施設に対して、父親がどのようなサービス提供を
受けているのか、水分摂取の対応はどのようにし
ているのかなど詳しい説明を求めることや、家族
の意向を伝えるように助言する。施設の指導はど
こが行うのかと聞かれたので、指導権限は府にあ
ることを伝えた。
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家族

母親は特別養護老人ホームに入
所して５年になる。昨年、母親
は肺癌の診断を受けた。特養の
介護支援専門員から、看取りの
できる体制がないので退所して
ほしいと言われた。肺癌の診断
は受けているが、まだ目に見え
る症状は出ておらず、これまで
と変わらない状態であるため、
退所しろと言われることに納得
がいかない。また、最近、特養
から母親のわずかな状態の変化
も逐一電話で報告してくるの
で、退所させようとして嫌がら
せをされているように思う。

特養は施設の体制や人員的な理由で看取りができ
ないことを言われているかもしれないことを説明
し、今後の病状を含めて話し合うことを助言す
る。また、特養が入所者に対し適切なサービスを
提供することが困難な場合は、適切な施設や病院
を紹介するなどの対応をしなければならないこと
を説明し、やむを得ず退所しなければならない状
況であれば、特養に退所後の調整についても相談
するよう助言する。

家族

母親が入所している特別養護老
人ホームに対する苦情である。
施設は、利用者や家族に施設
サービス計画の説明をしない。
利用者の介護内容が変わっても
計画は同じ内容で、定期的な見
直しもしていないのに、サイン
をするように言われる。

施設サービス計画の説明がないことについては、
施設に直接説明を求めるように助言する。また、
施設サービス計画は利用者や家族の同意を得なけ
ればならないことから、サインをする前に内容に
ついて施設に疑問点など確認するように伝えた。

家族

①施設から、口腔内・鼻腔内の
たん吸引の同意書が届いた。姉
は常時たん吸引をするような状
態ではないので、同意すること
を断ったところ、施設から同意
してもらわないと困ると言われ
た。必ず同意しないといけない
のか。また、書類には、たん吸
引の資格を持った職員が対応す
ると書いてあるが、どのような
資格なのか。②医療機関に受診
する場合は、施設が独断で決め
るものなのか。家族には連絡し
なくていいのか。

①たん吸引は医療行為であるため医療従事者の他
に、医師の指示や看護職員との連携のもとに、一
定の研修を受けて認定された介護職員が行う場合
もあることを説明する。入所者が常時たん吸引が
必要でなくても、緊急時に行うための同意書であ
ることも考えられるため、同意書の目的や対応の
内容について詳しく施設に確認するように伝え
る。②緊急時を除き体調の変化があり受診が必要
な場合には、相談者へ報告してほしい旨を施設に
伝えて話し合うように助言した。
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家族

特別養護老人ホームに入所して
いる伯母には認知症があり、夜
間に徘徊がある。施設長から、
夜間の職員の体制では、離床し
たり転倒してもすぐには対応で
きないため、睡眠剤を服用して
もらってはどうかと言われた。
できれば睡眠剤を飲ませたくな
いが、飲まないといけないの
か。睡眠薬の服用を拒否したら
退所させられるのか。特養では
なく有料老人ホームなら睡眠薬
を飲まなくても対応してもらえ
るのか。

睡眠剤の処方は、医師の診断が必要であるため、
服用の是非については主治医と相談することを伝
える。施設長には、相談者の意向を伝えて話し合
うように助言する。特養がサービス提供が困難で
あると判断された場合には、特養は退所に当たる
利用者への援助をしなければならないため、次の
施設等について相談することを助言する。認知症
高齢者の対応ができる施設については、相談者が
言われていた有料老人ホームについて概要を説明
し、認知症対応型共同生活介護などもあることを
説明する。特養との話し合いが円滑に進まないよ
うであれば、市に相談するよう伝えた。


